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○プロモーション業務に係る提案書の提出に関する公告（特定調達公告）

次のとおりプロモーション業務に係る企画提案書（以下「提案書」という。）の提出を招請するので公示す

る。

平成28年８月２日

栃木県知事 福 田 富 一

１ 業務内容

⑴ 業務名

ストロベリーキングダムとちぎ訪日外国人ＰＲ事業（県外事業）業務

⑵ 業務内容

県内農村地域の活性化及びいちご等の県産農産物のブランド力向上に向けた、訪日外国人観光客を対象

とするプロモーションの企画、実施及び運営

⑶ 委託期間

契約締結の日から平成29年３月24日までとする。

⑷ 提案上限額

35,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

２ 参加資格及び提案書の審査項目

⑴ 参加資格

次に掲げる要件を全て満たす者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に掲げる者に該当しない者である

こと。

イ 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、入札参加資格を有するものと決定

された者であること。

ウ 平成28年８月29日から同年９月12日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要

領（平成22年３月12日付け会計第129号）に基づく指名期間中でない者であること。

エ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項若しくは第２項の規定に基づく再生手続開始の申

立てがされている者（同法第33条第１項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は

会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項若しくは第２項の規定に基づく更生手続開始の申立

てがされている者（同法第41条第１項の規定に基づく更正手続開始の決定を受けた者を除く。）でない

こと。

⑵ 提案書の審査項目

ア 提案内容の的確性

イ 運営手法の確実性

ウ 提案内容の事業効果性

エ 費用積算の妥当性

３ 手続等

⑴ 担当部局

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号

栃木県農政部農村振興課都市農村交流担当

電話 028-623-2333 FAX 028-623-2337 電子メール noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp
⑵ 募集要領及び業務委託仕様書の交付期間及び交付場所

ア 交付期間

平成28年８月２日から同月26日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時ま

で

イ 交付場所

⑴の場所において交付する。

⑶ 参加表明書等の提出方法、提出場所及び提出期限

ア 提出方法

本業務に係る提案書の提出を希望する者は、募集要領に基づき参加表明書等を作成し、持参又は郵送
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（書留郵便に限る。）により提出すること。

イ 提出場所

⑴の場所に提出すること。

ウ 提出期限

平成28年８月29日午後５時（郵送による提出の場合は、同時刻までに必着とする。）

⑷ 提案書の提出方法、提出場所及び提出期限

ア 提出方法

提案書の提出者は、募集要領及び業務委託仕様書に基づき提案書を作成し、持参又は郵送（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 提出場所

⑴の場所に提出すること。

ウ 提出期限

平成28年９月12日午後５時（郵送による提出の場合は、同時刻までに必着とする。）

４ その他

⑴ 書類の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法（平成４年法

律第51号）に定める単位に限る。

⑵ 契約書の作成を要する。

⑶ 提案書に係るプレゼンテーションの審査を行う。

⑷ 詳細は、募集要領及び業務委託仕様書による。

⑸ 次のとおり業務説明会を開催する。

ア 開催日時及び開催場所

平成28年８月18日午後２時 栃木県研修館201号室

イ 参加手続

業務説明会に参加を希望する者は、募集要領に基づき説明会参加申込書を作成し、平成28年８月17日

午後５時まで３の⑴の場所に直接持参するか、電子メール又はファクシミリにより送付すること。

５ Summary
⑴ Nature and quantity of the service to be required:

Promoting the “Strawberry-Kingdom Tochigi” to foreign visitors to Japan （at outside of Tochigi
prefecture）

⑵ Time period to submit forms express interest:
5:00 p.m., August 29, 2016

⑶ Time period to submit proposal documents:
5:00 p.m., September 12, 2016

⑷ Information and documents are available at:
Exchanging the Citizens in Urban and Rural Areas Section
Rural Areas Promotion Division
Department of Agriculture
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL 028-623-2333

（農村振興課）


